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１．確定拠出年金法改正案が継続審議に

企業年⾦ＮＥＷＳ第２１号で紹介しました「確定拠出年⾦法等の⼀部を改正する法律案｣は、2015

年 4月 3日に第 189 回通常国会に提出されました。その後、2015 年 9月 3日衆議院本会議において可

決され、同日付で参議院へ送付されましたが、会期末を迎え参議院本会議にて継続審議となり、次期国会で

再び審議されることになりました。

２．マイナンバー（個人番号）の取扱い

2013 年（平成 25 年）5 月 31⽇付で公布された「⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番

号の利⽤等に関する法律」により、2016（平成28）年1⽉よりマイナンバー（個⼈番号）の⾏政利⽤が開

始されます。これに先⽴ち、2015年（平成 27）年 10⽉以降、個⼈番号が記載された通知カードが、市区

町村から住⺠票を有する全ての⼈に通知されることになっています。

この折、確定拠出年⾦（ＤＣ）に係るマイナンバーの利⽤範囲等に関し、取りまとめましたので、お知らせし

ます。 （次頁へ）

確定拠出年金法改正案、

次期国会で再び審議へ

□確定拠出年金法改正案が継続審議に

□マイナンバー（個人番号）の取扱い
第２２号

発行：労働金庫連合会（営業推進部） 2015 年 10 月

◆ ＤＣ改正案の概要

施⾏時期 主な内容

2017 年 1月 1日 ①個人型ＤＣの加入可能範囲の拡大
・公務員、専業主婦（夫）もＤＣ加入者となることから、全ての現役世代がＤＣの税制優遇を受けて資産

形成を⾏うことができるようになること。

②拠出規制単位の変更

公布日から2年以内 ③簡易企業型ＤＣ制度の創設

④ＤＣから確定給付企業年⾦(ＤＢ)等へ年⾦資産の持ち運び(ポータビリティ)の拡充

＊詳細は企業年⾦ＮＥＷＳ第２１号を参照してください。

【確定拠出年金を導入する・している会員のみなさまへ】

「ろうきんＤＣ定期預金」を商品ラインナップに加えませんか？

競争力のある金利水準・高い信用力から、多くの企業に選定いただいております。

年利0.1５％

ろうきん
ＤＣ定期 （５年）

（2015.10.6 時点）
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マイナンバー（個⼈番号）は安易な利⽤拡⼤を制限するため、当⾯、「社会保障分野」

「税分野」「災害対策分野」の３分野に利⽤が限定されています。

法律上、マイナンバー（個⼈番号）の利⽤は認められましたが、当⾯、年⾦分野における

マイナンバー（個⼈番号）の利⽤は⾒送られます。

（１）個⼈番号の利⽤範囲
「社会保障分野」「税分野」「災害対策分野」の３分野に係る利⽤範囲は、次の通りになります。

（２）確定拠出年⾦（ＤＣ）に係る利⽤範囲
上記Ａ、Ｂの取扱いは次の通りです。

実施者 利⽤範囲 今後の取扱い

A ＤＣを実施する

事業主

①企業型記録関連運営機関への通知。

②加入者に関する原簿の記録と保存。

③企業年⾦の給付・脱退⼀時⾦に関す

る事務。

年⾦分野における個⼈番号の利⽤は当⾯、⾒

送られます。

Ｂ ＤＣを実施する

事業主

資産管理機関に対し、源泉徴収票の提

出を⾏わせるために必要となる「源泉徴収

事務に記載する個人番号」を収集する事

務。

【平成 28 年 1⽉以降】

給付⾦（年⾦・⼀時⾦）の⽀払時、資産管理

機関に作成が義務付けられている「源泉徴収

票」などに、個人番号を記載する必要がありま

す。

＊ＤＣの個⼈番号の利⽤については、源泉徴収票等への記載に限って認められ、それ以外の⽬的での利⽤については、

制度施⾏後の状況を踏まえて検討される予定です。

（出所）内閣官房、内閣府「マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料」

＜ろうきん＞は労働組合の企業年金・退職金を守る取組みを支援しています。

制度研修会・加入者教育の講師派遣・個人型への移換手続きサポート等＜ろうきん＞にご相談ください。

【 労働金庫連合会 営業推進部 Tel:03-3295-9341 Fax:03-3295-8039 】

注）本資料は情報提供を目的としており、加入者等に対する特定商品の推奨・助言を目的としたものではありません。

信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。

Ａ

Ｂ

マイナンバー（個⼈番号）の利⽤範囲


